
北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱（案）に関するパブリックコメントにおける意見の概要と市の考え方
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意見の概要 市の考え方
（趣旨）第一条から住みやすい街作りやより良い街作りを掲げら
れている議員の方が多くいる中、他の市町村ではもう既にパート
ナーシップ宣言制度を利用し生活されてる方も居ますが、まだ意
見を募っている状況である事が残念でなりません。
　もっと早くから取り組んで欲しかったです。

（趣旨）第二条　（1）性的少数者とありますが、今の日本では
言わない、言えない環境下にあると思います。
　今後日本の考え方が変わってきた時にはカミングアウトをする
方も増え、少数者でなくなってくると思います。
　また性別も今は見た目だけの二つの性で分けられていますが、
病気や障害で分ける事が難しい方もいます。
　他の国では見た目や感情など様々な情報から数種類の性別に適
応している国もあります。
　日本は昔ながらの考え方が強く、今は見た目の二つの性に当て
はまらないと婚姻届を提出出来ない状況ですが、様々な大切な場
面で大切なパートナーが立ち会えなかったり、同意出来ない現
状、私は仕事で実際に携わる事があり不思議でなりませんでし
た。
　もっと早くから必要不可欠な事だったと思います。
　より良く住みやすい都市にして頂けるのであれば、もっともっ
と一人一人に対応出来るくらいの柔軟な考え方で北斗市を作って
欲しいです。

　また、制度は作った後も育てていく必要があります。
　とりわけ、性的少数者にとってより使いやすい制度にしていく
ためのモニタリングはもとより、この制度が地域社会に根付いて
いくことが非常に重要だと考えます。
　法的拘束力を伴わない制度であることから、この制度を利用し
たカップルが、制度の趣旨に則った扱いや待遇を受けられるよう
事業者や市民を引き続き啓発していく必要があるでしょう。
　来年度以降、十分な予算をつけて周知・啓発事業を展開すると
ともに、池田達雄市長を始めとした市職員の方々の強いリーダー
シップが発揮されることを強く希望します。
　本制度は、北斗市にとどまらず道南の地域社会のあり方を変え
る可能性を持っているものだと考えます。
　当団体も道南地域で活動する市民団体の一つとして、性的少数
者の権利拡充および平等の確保に関わる施策の推進に協力したい
と考えております。
　協働できることがございましたらお声がけいただけますと幸い
です。
　本制度が無事に成立することを心より願っております。

　性の多様性への社会理解の醸成を図るためにも、本制度の周知
をはじめとする幅広い手法での広報活動が重要と認識しており、
先行自治体の事例を研究しながら取り組んでまいりたいと考えて
います。

　北斗市が、函館市に続いて道南地域でパートナーシップ宣誓制
度の導入を目指していることを大変嬉しく思います。
　パートナーシップ宣誓制度の導入は、性的少数者に対する社会
的承認として非常に大きな意義があると考えます。
　国による法整備が進まない中、地域社会における性的少数者の
権利拡充と平等の確保に向けて北斗市が一歩を踏み出したこと
は、当事者にとって心強いことです。
　さらに、同制度の導入を通じて、北斗市が市民の多様性に積極
的な価値を見出し、誰もが自分らしく暮らし自己実現できる地域
社会を目指しているというメッセージを、当事者のみならず、市
民に対しても強く発信する効果も期待できます。
　したがって、今回のパートナーシップ宣誓制度の導入に対して
賛意を表明します。
　

　今回提案されている要綱案は、函館市が昨年４月に導入した要
綱とほぼ同一内容となっていると伺えますので、ぜひ、函館市や
他の自治体との相互利用に向けた協定の締結を進めていただきた
いと存じます。
　北斗市と函館市の住民は、通学・通勤などで生活圏を共有して
います。
　また、市域をまたいでの移住も盛んに行われており、本制度の
相互利用が可能になると利便性がより高まると考えます。
　

　パートナーシップ制度を利用される方が転出入される場合の本
制度手続きの負担軽減を図る観点から、先行自治体との相互連携
を検討したいと考えています。

　本制度は，性の多様性への社会理解が進み，市民一人ひとりが
かけがえのない個人として尊重され、人生のパートナーや大切な
人と安心して暮らせるようになることを目指し導入しようとする
ものです。この制度をきっかけに、多くの市民の理解醸成と共に
性的少数者の方々が抱える困難の緩和、家族や友人関係の改善が
図られる一助となることが期待できると考えています。


